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議第９３号 

 

令和７年度 見附市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和７年度見附市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４，６２４，９００千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

  令和７年１２月１７日提出 

新潟県見附市長  稲 田  亮 

 

 



(単位：千円)

3 1,033,540 57 1,033,597

2 国庫補助金 292,221 57 292,278

5 636,977 28 637,005

2 県補助金 26,296 28 26,324

7 725,208 178 725,386

1 一般会計繰入金 674,208 178 674,386

8 125,101 37 125,138

1 繰越金 125,101 37 125,138

4,624,600 300 4,624,900

(単位：千円)

1 99,204 150 99,354

1 総務管理費 75,159 150 75,309

3 223,616 150 223,766

3 包括的支援事業・任意事業費 25,055 150 25,205

4,624,600 300 4,624,900

歳　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

歳　　入　　合　　計

- 2 -

総務費

地域支援事業費

歳　　出　　合　　計

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計項 補正前の額 補　正　額



１　総　　括

（歳　　入） (単位：千円)

3 国庫支出金 1,033,540 57 1,033,597

5 県支出金 636,977 28 637,005

7 繰入金 725,208 178 725,386

8 繰越金 125,101 37 125,138

4,624,600 300 4,624,900歳　　入　　合　　計
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歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計



（歳　　出）

1 総務費 99,204 150 99,354

3 地域支援事業費 223,616 150 223,766

4,624,600 300 4,624,900

款 計補正前の額 補　正　額

歳　　出　　合　　計
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(単位：千円)

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

150 0

85 28 37

85 0 178 37

補　正　額　の　財　源　内　訳
特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源
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２　歳　入

（介護保険事業特別会計）
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1 繰越金 125,101 37 125,138

繰越金 125,101 37 125,1381

8 繰越金 125,101 37 125,138

5 その他一般会計繰入金 98,404 150 98,554

生活支援総合事業以外）
4,1713 地域支援事業繰入金（介護予防・日常 4,143 28

一般会計繰入金 674,208 178 674,3861

725,208 178 725,3867 繰入金

生活支援総合事業以外）
4,1712 地域支援事業交付金（介護予防・日常 4,143 28

県補助金 26,296 28 26,3242

636,977 28 637,0055 県支出金

生活支援総合事業以外）
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常 8,288 57 8,345

国庫補助金 292,221 57 292,2782

3 国庫支出金

（款）　　３　国庫支出金
（項）　　２　国庫補助金

1,033,540 57 1,033,597

補　正　額 計補正前の額款　　　項　　　目



区　　分 金　　額

37   1 繰越金 37
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　　３款　国庫支出金　　５款　県支出金　　７款　繰入金　　８款　繰越金

  1 繰越金

    繰入金
150   1 職員給与費等繰入金 150

    繰入金

  1 職員給与費等

    業・任意事業
  1 包括的支援事 28   1 包括的支援事業・任意事業繰入金 28

    交付金
    業・任意事業
  1 包括的支援事 28   1 包括的支援事業・任意事業交付金 28

    交付金
    業・任意事業

57   1 包括的支援事業・任意事業交付金 57  1 包括的支援事

（単位：千円）

説　　　　　　　　　　　　　　　明
節



３　歳　出

特定財源 一般財源

　　

　　

（介護保険事業特別会計）

款　　項　　目 補正前の額 補正額 計
補正額の財源内訳

（款）　　１　総務費
（項）　　１　総務管理費

1 総務費 99,204 150150 99,354

1 総務管理費 75,159 150 75,309 150

1 一般管理費 75,154 150 75,304
その他

150

3 地域支援事業費 223,616 113 37150 223,766

3 包括的支援事業・任意 25,055 150 25,205 113 37
事業費

3 認知症総合支援事業費 9,700 150 9,850 37
国庫支出金

57
県支出金

28
その他
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28



金　　額区　　分
説　　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）

節

150給料2 150  1 職員給与費
　　　職員給 150

100給料2 150  1 認知症地域支援・ケア向上事業費
　　　職員給 100

50共済費4 　　　職員共済組合負担金 50

　　１款　総務費　　３款　地域支援事業費
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（１）総　括

報　酬 給　料 職員手当 計
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(15)
7 32,675 26,441 22,409 81,525 15,036 96,561

(15)

7 32,675 26,191 22,409 81,275 14,986 96,261
(0)

0 0 250 0 250 50 300

※（　）は短時間勤務職員について外書きしています

報　酬 給　料 職員手当 計
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(0)
7 0 26,441 16,095 42,536 8,536 51,072
(0)

7 0 26,191 16,095 42,286 8,486 50,772
(0)

0 0 250 0 250 50 300

※（　）は短時間勤務職員について外書きしています

報　酬 給　料 職員手当 計
人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(15)
0 32,675 0 6,314 38,989 6,500 45,489

(15)

0 32,675 0 6,314 38,989 6,500 45,489
(0)

0 0 0 0 0 0 0

※（　）は短時間勤務職員について外書きしています

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

区分 増減額

千円 千円 千円

職員給増分 675 給与改定の状況
給料の改定率 2.55%
給料改定実施時期
　　令和7年4月1日（遡って実施）

職員数の状況

・採用状況

補正後人数 7人

△ 425 補正前積算人数 7人

△ 425

異動に係る減分

比　較

増減事由別内訳 説　　　明 備　　　　考

給　　　料
250

給与改定
に伴う増
加分

675

その他の
増減分

合　　計 備　　考

補正後

補正前

イ．会計年度任用職員

区　　分 職員数
給　　　与　　　費

共済費

備　　考

補正後

補正前

比　較

ア．会計年度任用職員以外の職員

区　　分 職員数
給　　　与　　　費

共済費 合　　計

補正後

補正前

比　較

補正予算給与費明細書

１．一般職

区　　分 職員数
給　　　与　　　費

共済費 合　　計 備　　考
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（３）給料及び職員手当の状況

ア．職員１人当り給与

イ．初任給

円 円

高校卒

大学卒

高校卒

大学卒

ウ．期末手当・勤勉手当

※（　）は再任用職員の支給率

区　　　　　　　分 一般行政職

円

令和7年10月1日現在

平均給料月額 297,733

平均給与月額 342,056

平　均　年　齢 40歳2月

令 和 7 年 1 月 1 日 現 在

平均給料月額 301,100

平均給与月額 345,673

平　均　年　齢 40歳1月

区　　分 一般行政職
国　の　制　度
一般行政職

給与改定後
199,418 200,300

230,979 232,000

給与改定前
188,000 188,000

220,000 220,000

区　　　分
支給期別支給率

支給率計
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　考
６　月 １２　月

補　正　後
（1.175月分） （1.225月分） （2.40月分）

有
2.25月分 2.35月分 4.60月分

補　正　前
（1.175月分） （1.175月分） （2.35月分）

有
2.25月分 2.25月分 4.50月分

国の制度
（1.175月分） （1.225月分） （2.40月分）

有
2.25月分 2.35月分 4.60月分
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